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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　魚釣りに用いる釣竿であって、
　第１竿体と、
　前記第１竿体の穂先側に振出形式で連結される第２竿体と、
　前記第１竿体の竿元側端部内周に固定され、前記第２竿体の竿元側外周面に嵌合固定可
能な内周面を有し、ガラス転移点以上に加熱されると変形が可能となり、前記ガラス転移
点以下に冷却されると変形形状が維持される形状記憶ポリマーからなる筒状部材とを備え
、
　前記筒状部材は、内径が前記第２竿体の竿元側外径より小さく形成され、前記ガラス転
移点以上に加熱された状態で前記第２竿体又は前記第２竿体の外径と同等の寸法を有する
部材が挿入されて拡径し、その後前記ガラス転移点以下に冷却することで前記第２竿体の
竿元側外周面に合致するように形成されている
　ことを特徴とする釣竿。
【請求項２】
　前記筒状部材は内周面に径内方向に突出する突出部を有する、請求項１に記載の釣竿。
【請求項３】
　魚釣りに用いる釣竿であって、
　竿体と、
　釣糸が挿通されるセラミックリングがはめ込まれたリング部，前記リング部に連続して
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形成された脚部，及び前記脚部の先端に連結され前記竿体が挿通する状態で前記竿体周面
に固定される略筒状の固定部を有する釣糸ガイドと、
　前記釣糸ガイドの略筒状の固定部の内周に配置され、ガラス転移点以上に加熱されると
変形が可能となり、前記ガラス転移点以下に冷却されると変形形状が維持される形状記憶
ポリマーからなるスリーブとを備え、
　前記スリーブは、内径が前記竿体の外径より小さく形成され、前記ガラス転移点以上に
加熱された状態で前記竿体が挿入され、その後前記ガラス転移点以下に冷却することで前
記竿体周面に合致するように形成されている
　ことを特徴とする釣竿。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、魚釣りに用いる釣竿に関する。
【０００２】
【従来の技術】
［振出形式の釣竿について］
従来の釣竿において振出形式と呼ばれる釣竿は、複数の筒状の竿体が穂先側の竿体から順
次竿元側の竿体内に挿入可能になっている。釣りを行う際には各竿体を順次穂先側に引き
出して嵌合固定して一本の竿体として用いる。一方、収納時には穂先側の竿体を順次竿元
側の竿体内に収納してコンパクトな状態とする。
【０００３】
このような振出形式の釣竿の中には、竿全体の長さを変化させて釣りを行えるように工夫
したものがある。このように工夫された釣竿の元竿は、穂先側端部内周面に他の部分より
やや小径に形成され元上竿の竿元側端部を嵌合固定可能な第１嵌合固定部と、竿元側端部
内に配置され元上竿の竿元側端部を嵌合固定可能な第２嵌合固定部とを有している。そし
て、元竿の穂先側に連結される元上竿が穂先側に引き出された状態（以下「延伸状態」と
いう）と元上竿が元竿内に挿入された状態（以下「収納状態」という）とで、元上竿は第
１嵌合固定部と第２嵌合固定部とにそれぞれ嵌合固定される。こうして、元竿と元上竿と
は「延伸状態」，「収納状態」のいずれの状態においても互いに嵌合固定可能であり、状
況に応じて竿全体の長さを変化させて釣りを行える。
【０００４】
［釣糸ガイドについて］
また、魚釣りに用いる釣竿の竿体の外周面には、釣糸を支持しつつ釣糸をリールと穂先と
の間で案内する釣糸ガイドが設けられている。この釣糸ガイドは、セラミック製リングが
はめ込まれ釣糸が挿通可能な輪状のリング部と、リング部から竿体方向に伸びる脚部と、
脚部の先端に形成され竿体が挿通した状態で竿体周面に固定される筒状の固定部とを有し
ている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
従来の竿全体の長さを変化させて釣りを行えるように工夫した釣竿では、元竿の第１嵌合
固定部，第２嵌合固定部にそれぞれ元上竿自体の竿元側端部外周面を嵌合させて、元竿と
元上竿とを固定している。このように、元上竿の竿元側端部は、延伸状態のみでなく収納
状態でも嵌合固定用に用いられるため、長期にわたって使用していると嵌合力が低下して
しまう恐れがある。また、一般に竿体は穂先側ほど小径になるテーパが形成されており、
延伸状態・収納状態の何れにおいても十分な嵌合力を演出するためには、嵌合固定部の精
密な微調整が必要であり、その調整に煩雑な工程を必要としていた。
【０００６】
また、釣糸ガイドに関しても、釣竿の竿体は一般に穂先側ほど小径化するテーパが形成さ
れているため、釣糸ガイドを固定する位置の竿体外径に固定部内径が合致するように精密
に調整する必要がある。
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【０００７】
本発明の課題は、精密な調整が必要な部分においても容易にその調整が可能な釣竿を提供
することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　発明１にかかる釣竿は、魚釣りに用いる釣竿であって、第１竿体と、第１竿体の穂先側
に振出形式で連結される第２竿体と、第１竿体の竿元側端部内周に固定され、第２竿体の
竿元側外周に嵌合固定可能な内周面を有し、ガラス転移点以上に加熱されると変形が可能
となり、ガラス転移点以下に冷却されると変形形状が維持される形状記憶ポリマーからな
る筒状部材とを備え前記筒状部材は、内径が前記第２竿体の竿元側外径より小さく形成さ
れ、前記ガラス転移点以上に加熱された状態で前記第２竿体又は前記第２竿体の外径と同
等の寸法を有する部材が挿入されて拡径し、その後前記ガラス転移点以下に冷却すること
で前記第２竿体の竿元側外周面に合致するように形成されていることを特徴とする。
【０００９】
この釣竿では、第２竿体を第１竿体の穂先側に引き出した延伸状態においては、通常の振
出形式の釣竿のように、第２竿体の竿元側外周面を第１竿体の穂先側内周面に嵌合させて
固定する。そして、第２竿体を第１竿体内に挿入した収納状態においては、第２竿体の竿
元側外周面を第１竿体の筒状部材内に挿入して嵌合させて固定する。
【００１０】
ここで、第２竿体の竿元側外周面が嵌合する筒状部材はその内径を精密に調整する必要が
あるものの、以下のような手順によって容易にその調整が可能となる。即ち、予定の内径
よりやや内径が小さくなるように筒状部材を形状記憶ポリマーから構成する。そして、こ
の筒状部材をガラス転移点以上に加熱して弾性変形可能とし、この弾性変形可能な状態で
第２竿体（または同等の外径を有する部材）を筒状部材内に挿入して筒状部材の内径を拡
径させつつ精密にその内径を第２竿体の外径に合致させる。その後、放冷してガラス転移
点以下とすることで形状を安定させる。
【００１１】
また、筒状部材は長期にわたって繰り返し第２竿体と嵌合を繰り返すと内径の摩耗・拡径
等によって嵌合力が低下する。このような場合には、再度筒状部材をガラス転移点以上に
加熱することで当初の形状に復帰するので、同様の作業を繰り返すことで良好な内径を設
定でき十分な嵌合力を再演出できる。
【００１２】
なお、ここで用いる形状記憶ポリマーとは、ガラス転移点以上において弾性が増し自由変
形が可能となりこの状態において変形拘束して負荷をかけつつガラス転移点以下に冷却す
るとその変形形状が維持される性質を有し（形状固定性）、さらにガラス転移点以上に加
熱して負荷を解除すると従前の形状に復帰する性質（形状回復性）を有する合成樹脂であ
る。
【００１３】
発明２にかかる釣竿は、発明１の釣竿であって、筒状部材は内周面に径内方向に突出する
突出部を有する。
この構造を用いると、収納状態において筒状部材の突出部が第２竿体と嵌合するので、第
２竿体の外周面と筒状部材内周との間に部分的に空隙を形成し、この空隙がクッションと
して作用し、筒状部材乃至嵌合突起の径に過度の微調整を施すことなく十分な嵌合力が演
出できる。
【００１４】
　発明３にかかる釣竿は、魚釣りに用いる釣竿であって、竿体と、釣糸が挿通されるセラ
ミックリングがはめ込まれたリング部，リング部に連続して形成された脚部，及び脚部の
先端に連結され竿体が挿通する状態で竿体周面に固定される略筒状の固定部を有する釣糸
ガイドと、釣糸ガイドの略筒状の固定部の内周に配置され、ガラス転移点以上に加熱され
ると変形が可能となり、ガラス転移点以下に冷却されると変形形状が維持される形状記憶
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ポリマーからなるスリーブとを備え、前記スリーブは、内径が前記竿体の外径より小さく
形成され、前記ガラス転移点以上に加熱された状態で前記竿体が挿入され、その後前記ガ
ラス転移点以下に冷却することで前記竿体周面に合致するように形成されていることを特
徴とする
【００１５】
この釣竿では、竿体の所定位置の外周面が嵌合する釣糸ガイドの固定部の内径を精密に調
整する必要があるものの、以下のような手順によって容易にその調整が可能となる。
【００１６】
即ち、予定の内径よりやや内径が小さくなるようにスリーブを形状記憶ポリマーから構成
してこれを固定部内に固定しておく。そして、このスリーブをガラス転移点以上に加熱し
て弾性変形可能とし、この弾性変形可能な状態で竿体（または同等の外径を有する部材）
を固定部乃至スリーブ内に挿入してスリーブの内径を拡径させつつ精密にその内径を所定
の竿体の外径に合致させる。その後、放冷してガラス転移点以下とすることで形状を安定
させる。
【００１７】
また、釣糸ガイドは長期にわたって使用すると固定部内径の摩耗・拡径等によって竿体に
対する嵌合力が低下する。このような場合には、再度スリーブをガラス転移点以上に加熱
することで当初の形状に復帰するので、同様の作業を繰り返すことで良好な内径を設定で
き十分な嵌合力を再演出できる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
［第１実施形態］
以下、本発明の第１実施形態について図面を参照しつつ説明する。
【００１９】
　本発明の一実施形態を採用した中通し竿は、図１に示すように、元竿１と、元竿１の穂
先側に連結された元上竿２と、元上竿２の穂先側に連結された第１中竿３，第２中竿４と
、第２中竿４の穂先側に連結された穂先竿５とを有している。これら元竿１～穂先竿５は
炭素繊維またはガラス繊維等に合成樹脂を含浸させたプリプレグから形成される先細り筒
状部材であって、内部に釣糸通路を有する。そして、第１中竿３～穂先竿５は穂先側から
順次竿元側の竿体の内部に挿入され出し入れ自在になっており、いわゆる振出形式で連結
されている。
【００２０】
元竿１は、外周面に形成されリール７を脱着自在に装着可能なリールシート８とを有し、
竿元側端部には尻栓１２が脱着自在に装着されている。また、元上竿２には、穂先側外周
面に形成されリール７からの釣糸Ｌを竿体内部に導入する釣糸導入孔９が形成されて、釣
糸導入孔９を覆うように配置された釣糸ガイドＧが固定されている。穂先竿５の穂先側端
部にはトップガイド６が取り付けられており、リール７からの釣糸Ｌは釣糸ガイドＧ及び
釣糸導入孔９を通り釣糸通路内に導かれて、穂先側のトップガイド６より外部へ導かれる
。
【００２１】
各竿体の中で特に元竿１と元上竿２とは、元上竿２が元竿１の穂先側に突出した状態（延
伸状態）と元上竿２が元竿１内に収められた状態（収納状態）との何れにおいても、互い
に固定可能になっている。即ち、延伸状態においては、通常の振出形式の釣竿のように元
上竿２の竿元側端部外周面が元竿１の穂先側内周面に嵌合して固定され、収納状態におい
ては、以下に説明する筒状部材１０に元上竿２の竿元側外周面が嵌合して固定される。
【００２２】
図２及び図３に示すように、元竿１は、やや先細りのテーパが形成された筒状である。通
常の振出形式の釣竿と同様に、穂先側端部内周面は他の部分よりやや肉厚に形成され内径
が小径になるように成形されており（図示せず）、延伸状態においてこの穂先側端部が元
上竿２の竿元側端部外周面と嵌合する。
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【００２３】
一方、元竿１の竿元側端部内周面には、筒状部材１０と、筒状部材１０の竿元側に連続し
て配置される雌ねじ部１１と、雌ねじ部１１に脱着自在に螺合している尻栓１２とが配置
される。
【００２４】
筒状部材１０は、ポリウレタン系やポリエーテル系の形状記憶ポリマーからなる部材であ
る。例えば、ポリウレタン系ポリマーである「ダイヤリィ」（(株)三菱重工社製：商品名
）等を例示でき、そのガラス転移点は５０～７０℃程度に設定するのが好ましい。その外
径は元竿１の竿元側内径に合致するように形成されており、穂先側内周面は後述のように
元上竿２の竿元側外径に合致するように調整されている。そして、接着剤等によって元竿
１内の所定の位置に接着固定されている。この筒状部材１０の穂先側端部内面は穂先側ほ
ど大径になるように面取り処理が施されており、元上竿２が内部に挿入されやすいように
工夫されている。
【００２５】
　雌ねじ部１１はPBTやABS等の合成樹脂からなる内周面にねじ山が形成された部材であり
元竿１の竿元側端部に挿入され接着剤等で固定されている。そして、ここに尻栓１２が螺
合している。この尻栓１２もPBT等の合成樹脂からなる部材である。竿元側部分が他の部
分に比べてやや拡径した栓材であり、竿元側外周面は雌ねじ部１１に螺合可能な雄ねじ部
となっている。
【００２６】
このように構成される釣竿では、元上竿２を元竿１の穂先側に引き出した延伸状態におい
ては、通常の振出形式の釣竿のように、元上竿２の竿元側外周面を元竿１の穂先側内周面
に嵌合させて固定する。そして、元上竿２を元竿１内に挿入した収納状態においては、元
上竿２の竿元側外周面を元竿１の筒状部材１０内に挿入して嵌合させて固定する。
【００２７】
ここで、元上竿２の竿元側外周面が嵌合する筒状部材１０はその内径を精密に調整する必
要があるものの、以下のような手順によって容易にその調整が可能となる。図４(a)に示
すように、元上竿２の竿元側外径よりやや内径が小さくなるように筒状部材１０を形状記
憶ポリマーから製造しておく。そして、この筒状部材１０をガラス転移点以上に加熱して
弾性変形可能とし、図４(b)に示すように、この弾性変形可能な状態で所定の外径を有す
る棒材Ｐ（または元上竿２そのものを用いてもよい）を筒状部材内に挿入して筒状部材１
０の内径を拡径させつつ精密にその内径を元上竿２の外径に合致させる。その後、放冷し
てガラス転移点以下とすることで形状を安定させる。
【００２８】
また、筒状部材１０は長期にわたって繰り返し元上竿２と嵌合を繰り返すと内径の摩耗・
拡径等によって嵌合力が低下する。このような場合には、再度筒状部材１０をガラス転移
点以上に加熱することで当初の形状に復帰するので、同様の作業を繰り返すことで良好な
内径を設定でき十分な嵌合力を再演出できる。
【００２９】
［第２実施形態］
筒状部材を以下のように構成することも可能である。
第２実施形態を採用した筒状部材２０も、ポリウレタン系やポリエーテル系の形状記憶ポ
リマーからなる部材である。図５に示すように、その外径は元竿１の竿元側内径に合致す
るように形成されており、内周面には径内方向に突出する突起２０ａが周方向において等
間隔に形成され軸方向に伸びている。具体的には、突起２０ａは筒状部材２０の穂先側端
面から竿元側へ伸びており、さらにその穂先側端部は穂先側ほど大径になるように面取り
を施してもよい。そして、その突起２０ａの頭端内径は元上竿２の竿元側外径に精密に合
致するように加工されている。
【００３０】
なお、その他の構成は第１実施形態と同様である。
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この釣竿においても、第１実施形態と同様にして筒状部材２０の内径（突起２０ａの頭端
内径）が元上竿２の竿元側外径と合致するように設定され、同様の作用効果を奏すること
になる。さらにこの構造を用いると、収納状態において筒状部材２０の突起２０ａが元上
竿２と嵌合するので、元上竿２の外周面と筒状部材２０内周との間に部分的に空隙を形成
し、この空隙がクッションとして作用し、筒状部材２０乃至突起２０ａに過度の微調整を
施すことなく十分な嵌合力が演出できる。
【００３１】
［第３実施形態］
以下、本発明の第３実施形態について図面を参照しつつ説明する。
本発明の第３実施形態を採用した釣竿は、図６に示すように、竿体３１を有し、リール（
図示せず）からの釣糸を挿通させて順次穂先側に釣糸を導くための釣糸ガイド３２が、竿
体３１の周面に所定の間隔を隔てて固定されている。
【００３２】
この竿体３１は、炭素繊維やガラス繊維に合成樹脂を含浸させたプリプレグをマンドレル
に巻回して焼成して得られた先細り筒状部材である。このような竿体３１が複数個振出形
式または並次形式で連結されて一般の釣竿となっている。
【００３３】
釣糸ガイド３２は、図６及び図７に示すように、釣糸が挿通するセラミックリングＲがは
め込まれたリング部４０と、リング部４０から竿体３１方向に伸びて形成されたリング部
４０を支持する脚部４１と、脚部４１の先端に連続して形成された略筒状の固定部４２と
を有している。そして、固定部４２の筒状内周面にはスリーブ４３が配置されて固定され
ている。
【００３４】
リング部４０はＴｉ合金やＴｉ－Ｎｉ合金等の金属からなる部材である。釣竿の軸方向に
貫通する孔が形成されこの部分に硬質セラミックリングＲがはめ込まれて固定されている
。このセラミックリングＲをリールからの釣糸が挿通し順次穂先側へと送られることにな
る。また、脚部４１もＴｉ合金やＴｉ－Ｎｉ合金等の金属からなる部材である。脚部４１
はリング部４０を支持しつつ他端が固定部４２に連なっている。
【００３５】
　固定部４２は、竿体３１が挿通した状態で竿体３１の周面上に固定される略筒状部材で
あり脚部４１と一体的に形成される同様の金属部材である。この固定部４２の筒状部分の
内周にはパイプ状のスリーブ４３が配置され接着剤等で固定される。スリーブ４３は、ポ
リウレタン系やポリエーテル系の形状記憶ポリマーからなる部材である。例えば、ポリウ
レタン系ポリマーである「ダイヤリィ」（(株)三菱重工社製：商品名）等を例示でき、そ
のガラス転移点は５０～７０℃程度に設定するのが好ましい。その内径は後述のようにし
て竿体３１の所定の外径に合致するように調整されている。
【００３６】
この釣竿では、竿体３１の所定位置の外周面が嵌合する釣糸ガイド３２の固定部４２の内
径を精密に調整する必要があるものの、以下のような手順によって容易にその調整が可能
となる。
【００３７】
予定の内径よりやや内径が小さくなるようにスリーブ４３を形状記憶ポリマーから構成し
てこれを固定部４２内に固定しておく。そして、このスリーブ４３をガラス転移点以上に
加熱して弾性変形可能とし、この弾性変形可能な状態で竿体３１（または同等の外径を有
する部材）をスリーブ４３内に挿入してスリーブ４３の内径を拡径させつつ精密にその内
径を所定の竿体３１の外径に合致させる。その後、放冷してガラス転移点以下とすること
で形状を安定させる。
【００３８】
また、釣糸ガイド３２は長期にわたって使用すると固定部４２内径の摩耗・拡径等によっ
て竿体３１に対する嵌合力が低下する。このような場合には、再度スリーブ４３をガラス
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転移点以上に加熱することで当初の形状に復帰するので、同様の作業を繰り返すことで良
好な内径を設定でき十分な嵌合力を再演出できる。
【００３９】
［他の実施形態］
（ａ）上記実施形態の他にも、精密な内径の設定が必要とされる部材において本発明を適
応することも可能である。例えば、釣竿の竿元側の竿体外周面に装着する筒状のグリップ
や、リールシートの本体部等に本発明を応用することも考えられる。
【００４０】
【発明の効果】
本発明によれば、釣竿において精密な調整が必要な部分においても容易にその調整が可能
となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態を採用した釣竿の全体図。
【図２】図１の竿元側部分の分解図。
【図３】図２の斜視図。
【図４】図２部分の製造工程を示した図。
【図５】本発明の第２実施形態を採用した釣竿の筒状部材を示した図。
【図６】本発明の第３実施形態を採用した釣竿の釣糸ガイドを示した図。
【図７】図６の釣糸ガイドの正面図。
【符号の説明】
１　元竿
２　元上竿
１０，２０　筒状部材
２０ａ　突起
３１　竿体
３２　釣糸ガイド
４０　リング部
４１　脚部
４２　固定部
４３　スリーブ
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